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併せて講ずべき措置

労働者が職場におけるハラスメントに関し、事業主に対して相談をしたことや、事実関
係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して
相談、紛争解決援助の求め、調停の申請を行ったこと又は都道府県労働局からの調停会議
への出頭の求めに応じたこと（以下「ハラスメントの相談等」という。）を理由として、
解雇その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、労働者が職場における 
ハラスメントの相談等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされな
い旨を規定し、労働者に周知・啓発すること。

■ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報啓発のための資料等に、労働者が
ハラスメントの相談等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされな
い旨を記載し、労働者に配付すること。

取組例

ポイント

● 労働者が実質的にハラスメントの相談等をしやすくするために、ハラスメントの相
談等を理由とする不利益な取扱いがされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
が必要です。

● 事業主の方針の周知・啓発の際や相談窓口の設置の周知に併せて、これらについて
も周知することが望ましいでしょう。

「相談等を理由とした不利益取扱い禁止」について

令和元年に改正された労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休

業法においては、労働者がハラスメントについて相談を行ったこと又は事業主による

相談対応に協力した際に事実を述べたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱い

が、法律上も禁止をされました。 事業主は、労働者からの「自身がハラスメント被害

で困っている」、「職場でハラスメントが起こっている」等の相談に対して誠実に対

応し、不利益な取扱いを行ってはなりません（※）。

また、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元のみならず、派遣先も、派

遣労働者が相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役

務の提供を拒む等、不利益な取扱いを行ってはなりません。派遣先は、派遣元と協力

しつつ、誠実に対応を行いましょう。

※言動を直接受けた労働者だけでなく、それを把握した周囲の労働者らの相談も対象です。
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